
2025年“くるみんプラス”認定企業のご紹介（鳥取労働局第２号） 

号号） 
 
 

    所 在 地：鳥取市 

    業  種：金融業 

    労働者数：850人（令和 7年 3月 25日現在） 

 

 

 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

     

 

                     

               

 

 

◆計画期間 

平成 23 年４月 1 日～平成 27 年１月 31 日

（３年 10か月間） 

 

平成 27年３月３日 くるみん認定 

 

   

◆従業員に不妊治療と仕事の両立をサ

ポートしてほしいという要望があるこ

とを把握し、不妊治療に活用できるウ

ェルネス休暇を新設。人間ドッグ・が

ん検診にも利用することができる。 

 

◆半日及び時間単位で取得することが

できる年次有給休暇は、ウェルネス休

暇とともに、不妊治療のために利用で

きることを周知。 

 

◆頭取より、従業員の様々な事情に配

慮し、仕事との両立が可能な働きやす

い環境整備、職場風土づくりに取り組

んでいくこと、プライバシーの保護へ

の配慮を行うこと、ハラスメントが起

こらないよう留意し、不妊治療を行っ

ている者に対して暖かいサポートを行

うようメッセージを発信。 

 

◆両立支援のための相談窓口を設置。 

 

◆不妊治療への理解を深めるために全

従業員に対して研修を実施。 

 

不妊治療と仕事の両立支援の

取組の状況 

くるみん認定 

プラス認定日 令和７年４月 22日 

 

◆不妊治療を受けながら安心して働き

続けられる職場づくりに取り組む企業

がくるみん認定基準を満たしたうえで

仕事と不妊治療の両立に関する取組に

関する認定基準を満たした場合に認定

される。 

 

◆令和４年認定基準改正の経過措置と

して、令和４年３月 31 日までにくるみ

ん認定を受けた事業主は、不妊治療と仕

事との両立に係る認定基準を満たして

いればくるみんプラス認定を受けるこ

とができる。 

 

プラス認定について 

資料１ 

左から順に 株式会社鳥取銀行 井上常務執行役員 

      鳥取労働局    山下局長 


